
座間市立もくせい園条例の一部改正（案）に関する意見公募（パブリックコメント）実施結果 

 

募集期間：令和６年１２月２６日（木）～令和７年１月２４日（金） 

提出者：１団体 

意見数：１件 

 

 

Ｎｏ 意見要旨 市の考え方 

１ 生活介護事業（指定障害福祉サービス事業）に加え、

地域生活支援事業を実施することもできるようにな

り、障がい当事者の社会参加の機会が増え、よりその

家族の負担軽減も図れる条例改正になるものと考え

ます。 

現在、座間市における地域福祉の課題の一つに、屋

外での移動が困難な障がいのある人のための移動を

支援するヘルパー不足があります。 

重度障がい者であれば、より障がい特性を考慮した

支援も必要となりますが、支援提供可能な事業者や人

材は限られ、ヘルパー不足も相まって、サービス利用

はより難しくなっていると聞いております。 

いただいた御意見は、施設運用の参考とさせていただき、より良い

福祉サービスの提供に努めていきます。 

 


